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(57)【要約】
　本発明は、内歯（３）と外歯（６）とを有する部品に
関している。本発明の部品（７）は、内歯（３）を有す
る本体部（２）と、外歯（６）を有するシートメタル部
（５）と、を備えている。シートメタル部（５）は、本
体部（２）に対して、接線方向にも径方向にも、噛み合
い式に結合されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内歯（３）と外歯（６）とを有する部品であって、
　前記部品（７）は、内歯（３）を有する本体部（２）と、外歯（６）を有するシート部
（５）と、を備えており、
　前記シート部（５）は、前記本体部（２）に対して、接線方向にも径方向にも、噛み合
い式に結合されている
ことを特徴とする部品。
【請求項２】
　前記シート部（５）は、ピックアップ用外形部（６）を有しており、
　前記本体部（２）は、少なくとも部分的に、前記ピックアップ用外形部（６）に係合す
るピックアップ対応歯（４、４ａ）を有している
ことを特徴とする請求項１に記載の部品。
【請求項３】
　前記本体部（２）のピックアップ対応歯（４）は、複数の歯（４ａ）によって形成され
ており、
　当該複数の歯（４ａ）は、アンダーカット領域（８、９）を有している
ことを特徴とする請求項２に記載の部品。
【請求項４】
　前記アンダーカット領域（８、９）は、歯のベース部（４ｂ）に配置されている
ことを特徴とする請求項４に記載の部品。
【請求項５】
　前記ピックアップ用外形部（６）は、複数の歯（４ａ）の外郭に当接し、アンダーカッ
ト領域（８、９）に噛み合い式に入り込む
ことを特徴とする請求項３または４に記載の部品。
【請求項６】
　前記ピックアップ用外形部（６）は、歯の上部の領域（６ｃ’、６ｄ、６ｅ）において
、燕尾形に形成されている
ことを特徴とする請求項３、４または５に記載の部品。
【請求項７】
　前記ピックアップ用外形部（６）は、再成形加工（Umformung）によって、アンダーカ
ット領域（８、９）に押し込まれている
ことを特徴とする請求項３乃至６のいずれかに記載の部品。
【請求項８】
　前記シート部は、シフト要素のディスクキャリヤ（５）として形成されている
ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の部品。
【請求項９】
　当該部品は、遊星歯車装置の内ば歯車（７）として形成されている
ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の部品。
【請求項１０】
　前記本体部（２）は、歯車材料、特には炭化処理可能な材料、から製造可能である
ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載の部品。
【請求項１１】
　前記ピックアップ用外形部（６、６ａ、６ｂ、６ｃ’）は、略台形状に形成されている
ことを特徴とする請求項２乃至１０のいずれかに記載の部品。
【請求項１２】
　当該部品（７）は、内ば歯車キャリヤ（１）を有している
ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の部品。
【請求項１３】
　前記内ば歯車キャリヤ（１）は、シート部材として形成されている
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ことを特徴とする請求項１２に記載の部品。
【請求項１４】
　前記内ば歯車キャリヤ（１）は、リング状のフランジ（１ｂ）を有しており、
　当該フランジ（１ｂ）は、内ば歯車（７）すなわる本体部（２）と、噛み合い式に結合
されている
ことを特徴とする請求項１２または１３に記載の部品。
【請求項１５】
　本体部（２）とシート部（５）とが、最初に分離して製造され、続いて結合される
ことを特徴とする請求項１乃至１４のいずれかに記載の部品（７）の製造方法。
【請求項１６】
　本体部（２）の製造は、切削加工（spangebende Herstellung）を含んでいる
ことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　シート部（５）の製造、特にピックアップ用外形部（６）の製造は、再成形加工（Umfo
rmung）によって行われる
ことを特徴とする請求項１５または１６に記載の方法。
【請求項１８】
　ピックアップ用外形部（６）の製造において、最初にプレ外形部（６ｃ）が生成され、
結合後に最終外形部（６ｃ’、６ｄ、６ｅ）が生成される
ことを特徴とする請求項１５乃至１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　プレ外形部（６ｃ）は、直線状の歯面（６ｂ）の間に、凹状の歯上部（６ｃ）を有して
いる
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　最終外形部（６ｃ’、６ｄ、６ｅ）は、プレ外形部すなわち凹状の歯上部（６ｃ）の引
き延ばしによって、生成される
ことを特徴とする請求項１８または１９に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特許請求の範囲の請求項１の上位概念に従う、内歯と外歯とを有する部品に
関し、また、特許請求の範囲の請求項１５の上位概念に従う、前記部品を製造するための
方法に関している。
【背景技術】
【０００２】
　本件出願人による別の特許出願ＤＥ１０２００７０２１１９４．７によって、内歯と外
歯とを有する部品が開示されている。それは、本体部と、シート部として形成された追加
部と、からなる混成部材として製造されている。この構成部品は、好ましくは、遊星歯車
装置の内ば歯車として形成され、シート部は、シフト要素のディスクのためのディスクキ
ャリヤとして形成される。そのために、シート部は、対応するピックアップ用外形部（Mi
tnahmeprofil）を有している。
【０００３】
　独国特許第２３１０２８８号明細書から、内ば歯車を有する遊星歯車装置が知られてい
る。それは、リングギヤとして形成され、遊星歯車と係合している。このリングギヤは、
回転方向には噛み合い式にドラム（Trommel）に結合されており、軸方向にはストッパ部
材を介して当該ドラムに対して固定されている。回転方向のピックアップ（連れ回り）は
、径方向外側に配置されたリングギヤ上の歯部を介して生じる。当該歯部が、ドラムの突
出部（Ausbuchtungen）に係合している。リングギヤを有するドラムは、内ば歯車として
のみ作用し、ディスクキャリヤとしては形成されていない。
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【０００４】
　前記の公知のドラムにも、前記の別出願のディスクキャリヤにも、以下のような欠点が
ある。すなわち、ピックアップ用外形部が装備されたシート部は、接線方向にも径方向に
も、相対的に強度が弱く、すなわち、形状安定性が小さい。従って、高い回転数の場合、
遠心力の影響を受けて、「開く」ように傾斜し（変形し）、すなわち、外形が平坦化する
ようにその直径が大きくなってしまう。そのようなシート部は、従って、回転に対する固
定性能が良くない。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の課題は、当該明細書の導入部で述べた類の構成部品であって、高い回転数に対
しても耐久性に優れその形状を維持できるような構成部品、を提供することである。本発
明の更なる課題は、そのような構成部品を製造するための、経済的な製造を許容するよう
な方法を提供することである。
【０００６】
　本発明の課題は、特許請求の範囲の請求項１に記載された特徴によって解決される。
【０００７】
　本発明によれば、シート部が、本体部に対して、接線方向にも径方向にも噛み合い式に
結合される。径方向の噛み合いによって、シート部は、遠心力の影響下での変形が防止さ
れ、より頑丈な本体部によってその位置姿勢に保持される。これにより、本発明の構造部
品の回転に対するより高い固定性能が達成される。
【０００８】
　有利な実施の形態では、シート部の外歯は、ピックアップ用外形部として形成されてい
る。当該ピックアップ用外形部には、本体部に配置された対応するピックアップ対応歯が
噛み合い式に係合される。本体部のピックアップ対応歯は、その全周に亘ることは無いが
、その周上の特定の扇形部分の各々に分布され得る。本体部とシート部との間の噛み合い
式の結合によって、両部材間のトルク伝達が保証される。
【０００９】
　有利な実施の形態では、本体部のピックアップ対応歯は、複数の歯を有している。当該
複数の歯は、歯のベース部において、アンダーカットされている。これにより、歯のべー
ス部の両方の側において、溝が形成されている。歯のベース部の当該溝ないしアンダーカ
ット領域に、シート部のピックアップ用外形部が係合して、径方向の噛み合い式結合が形
成されるようになっている。シート部は、そのピックアップ用外形部によって、本体部の
ピックアップ対応歯の外郭上にぴったりと適合し、隣接する歯の間にそれぞれ、燕尾形結
合（Schwalbenschwanzverbindung）を形成する。この結合態様は、例えば高い回転数の場
合の遠心力影響下で、シート部の径方向移動を防止する。このような径方向の固定によっ
て、構造部品の回転に対する高い固定性能という利点が達成される。
【００１０】
　有利な実施の形態では、シート部の本体部への取り付けの後で、ピックアップ用外形部
が、再成形加工（Umformung）によって、特には材料の引き延ばしによって、接線方向に
アンダーカット領域に押し込まれ得る。これにより、噛み合い式の堅固な結合が両側で生
じる。それは、シート部の塑性変形に基づいて、永続的である。同時に、当該両部分の摩
擦により、シート部の本体部に対する軸方向固定が生じる。
【００１１】
　更に有利な実施の形態では、当該部品は、２つの機能を有する。一方では、シート部が
、ディスクキャリヤとして形成される、すなわち、シート部が、シフト要素、例えばクラ
ッチやブレーキ、のためのディスクパックの外部内側ディスクのピックアップ用外形部内
に係合する。他方では、本体部が、内歯を有する内ば歯車として形成され、当該内ば歯車
は、遊星歯車装置の遊星歯車に係合する。本体部の材料としては、好ましくは、内歯の製
造のための歯車材料、例えば、炭化処理（浸炭処理）可能なスチール、が用いられ得る。
これに対して、ディスクキャリヤのためには、好ましくは、深絞りスチール（Tiefziehst
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ahl）が用いられる。ピックアップ用外形部は、好ましくは、台形状に形成される。
【００１２】
　更に有利な実施の形態では、当該部品ないし内ば歯車は、内ば歯車キャリヤを有してい
る。当該内ば歯車キャリヤは、例えばディスクキャリヤであり、シート部材として、特に
はディスク（Scheibe）として形成される。当該内ば歯車キャリヤは、有利には、本体部
と噛み合い式に結合される。これにより、ディスクキャリヤを有する内ば歯車のためのコ
スト的に有利な製造が得られる。
【００１３】
　本発明の課題は、また、特許請求の範囲の請求項１５に記載された特徴を有する方法に
よって解決される。本発明によれば、本体部とシート部とが、最初に分離して製造され、
続いて結合される。この場合、本体部の製造は、好ましくは切削工程で行われる。一方、
シート部の製造、特にピックアップ用外形部の製造は、切削工程無しで、すなわち、再成
形工程（変形工程：Umformung）で行われる。
【００１４】
　有利な実施の形態では、ピックアップ用外形部の製造において、最初にプレ外形部が生
成され、シート部の本体部への結合後に最終外形部が生成される。最終外形部は、本体部
とシート部との間の径方向の噛み合いとして作用する。プレ外形部の状態では、ディスク
体は本体部上を容易にスライド移動可能である（取り付け前）。
【００１５】
　続いて、凹状領域への径方向の押圧により、材料の引き延ばしが、接線方向に達成され
る。これにより、材料が、歯のベース部のアンダーカット領域内に移動される。これによ
り、シート部のピックアップ用外形部による、歯のベース部の堅固で緊密で信頼性ある結
合が生じる。本発明による方法は、特にそれが切削工程無しで行われるので、経済的であ
る。すなわち、本発明の構造部品、特には変速機構造部品、の製造コストが、より僅かで
ある。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】内ば歯車キャリヤ（構成要素）の斜視図。
【図２】本体部（構成要素）の斜視図。
【図３】ディスクキャリヤ（構成要素）の斜視図。
【図４】ディスクキャリヤを有する内ば歯車（構成要素）の斜視図。
【図５】図４の内ば歯車の別の斜視図。
【図６】再成形工程の前の、ディスクキャリヤと本体部の部分断面図。
【図７】再成形工程の後の、ディスクキャリヤと本体部の部分断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の一実施の形態が図面に示されており、以下において、より詳細に説明される。
【００１８】
　図１は、シート部（シートメタル部）として形成された内ば歯車キャリヤ１を、構成要
素として示している。内ば歯車キャリヤ１は、ディスク１ａとして形成され、その周側の
縁が、固定用フランジ１ｂに変形されている。
【００１９】
　図２は、本体部２を構成要素として示している。本体部２は、最初に、鋳造ブランクま
たは鍛造ブランクとして製造される。本体部２は、詳細な図示が省略された内歯３を有し
ている。当該内歯３は、切削加工で製造されて、炭化処理（浸炭処理）される。本体部２
は、その外周上において、周方向の分布領域の各々に亘って、複数の歯４ａからなるピッ
クアップ対応歯４を有している。
【００２０】
　図３は、ディスクキャリヤ５を示している。当該ディスクキャリヤ５は、シート部（シ
ートメタル部）として形成され、再成形によって製造される。ディスクキャリヤ５は、ピ
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ックアップ用外形部６を有しており、当該ピックアップ用外形部６が、変速機のシフト要
素のための不図示のディスクパックの内側ディスクとの噛み合い式の結合を担っている。
ピックアップ用外形部６は、好ましくは台形状に形成され、本体部２上のピックアップ対
応歯４の外形に対応している。
【００２１】
　図４は、前述の３つの構成要素１、２、５の組立体である内ば歯車７を示している。内
ば歯車キャリヤ１は、そのフランジ１ｂを介して、再成形により、本体部２と噛み合い式
に結合され、両部材は、回転方向には自由に回転可能であり、軸方向には互いに対して固
定される。ディスクキャリヤ５は、軸方向に、本体部２の上方に押し込められ、ピックア
ップ対応歯４の領域が、ピックアップ用外形部６内に係合して、回転方向の噛み合い式の
結合を形成する。
【００２２】
　図５は、当該内ば歯車７を別の斜視図で示している。内ば歯車キャリヤ１の外側部分の
外観が示されている。内ば歯車７は、結合構造に製造されている。すなわち、再成形によ
って製造された２つのシート部１、５と、加工処理された本体宇部と、を有している。内
ば歯車７は、一般的に、内歯３と外歯６とを有する構成部品としても説明される。
【００２３】
　図６は、本体部２のピックアップ対応歯４とディスクキャリヤ５のピックアップ用外形
部６の領域の部分断面図を示している。複数の歯４ａが、歯のベース部４ｂの領域におい
て、アンダーカット領域８、９を有している。アンダーカット領域８、９は、それぞれの
歯のベース部４ｂにおいて、丸溝として形成されている。ピックアップ用外形部６の歯６
ａが、２つの隣接する歯４ａの間の間隙に係合している。歯６ａは、２つの直線状の歯面
６ｂと凹状に形成された歯上部６ｃ（図面において上方に円弧状になっている）を有して
いる。当該歯上部６ｃは、ピックアップ対応歯４の歯底面４ｃに対して、中空部を形成し
ている。凹状の歯上部形状部６ｃは、内ば歯車７の製造の際、プレ外形部を形成する。こ
のプレ外形部を有するディスクキャリヤ５が、本体部２のピックアップ対応歯４上に押し
込まれる。
【００２４】
　図７は、ピックアップ用外形部６の再成形後、すなわち、凹状の歯上部領域６ｃの引き
延ばし後の、図６と同様の断面図である。引き延ばされた形態は、符号６ｃ’で示されて
いる。凹状の領域６ｃ（図６）の上部への径方向内側向きの不図示の力の適用によって、
凹状の領域６ｃは、本質的に直線状の形状６ｃ’に引き延ばされる。これにより、コーナ
領域が、刻印部６ｄとして、歯のベース部４ｂのアンダーカット領域８、９内に移動され
る。これにより、本体部２のピックアップ対応歯４へのピックアップ用外形部６の完全な
当接が生じて、燕尾形（Schwalbenschwanz）の態様での噛み合い式の結合が生じる。これ
により、ピックアップ用外形部６は、高い回転数下での遠心力の影響を受けても、本体部
２上に維持される。また、ディスクキャリヤ５の「疲労（Aufgehen）」に至る径方向の浸
食が防止される。燕尾形結合の領域の摩擦により、ディスクキャリヤ５は、同時に、軸方
向にも本体部２に対して、すなわち、内ば歯車７に対して、固定される。
【符号の説明】
【００２５】
１　内ば歯車キャリヤ
１ａ　ディスク
１ｂ　フランジ
２　本体部
３　内歯
４　ピックアップ対応歯
４ａ　歯
４ｂ　歯のベース部
４ｃ　歯底面
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５　ディスクキャリヤ
６　ピックアップ用外形部
６ａ　歯外形部
６ｂ　歯面
６ｃ　歯上部
６ｃ’　歯上部（再成形後）
６ｄ　刻印部
６ｅ　刻印部
７　内ば歯車
８　アンダーカット部（溝）
９　アンダーカット部（溝）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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